
 

 

 

 

 

○土木工事監督技術基準 （案） 

昭和54年２月26日建設省技調発第94号 

平成12年４月17日建設省技調発第74号 

平成15年３月31日国官技第３４５号 

令和２年３月26日国官技第４３５号 

最終改正  令和４年３月３１日国官技第３５５号 
 

 

（目的） 

第１条   この技術基準は、 地方整備局請負工事監督検査事務処理要領第11に基づき、地

方整備局の所掌する土木工事（港湾空港部所掌を除く）の請負契約に係る監督の技術的

基準を定めることにより監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 

(1)｢監督｣･････････契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状

況の確認及び把握等を行い、 契約の適正な履行を確保する業務をいう。 

 

(2)｢監督職員等｣･･･監督職員とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していい、監

督職員等とは、監督職員及び現場監督員（現場技術員を含む）を総称し

ていう。 

 

(3)｢監督の方法｣･･･監督行為  （指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会い、把握）

を総称していう。 

①指   示･･･････監督職員が受注者に対し、 工事の施工上必要な事項について書面をも

って示し、実施させることをいう。 

 

②承   諾･･･････契約図書で明示した事項で、 受注者が監督職員に対し書面で申し出た

工事の施工上必要な事項について、 監督職員が書面により同意すること

をいう。 

 

③協   議･･･････書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立

場で合議し結論を得ることをいう。 

 

④通   知･･･････監督職員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面を

もって知らせることをいう。 

 

⑤受   理･･･････契約図書に基づき受注者の責任において監督職員に提出された書面を

監督職員が受け取り、内容を把握することをいう。 

 

⑥確   認･･･････契約図書に示された事項について、監督職員等が臨場（遠隔臨場を含

む。なお、「遠隔臨場」とは、動画撮影用のカメラによって取得した映

像及び音声を利用し、遠隔地からWeb会議システム等を介して段階確認及

び材料確認並びに立会を行うことをいう。）又は受注者が提出した資料

により、監督職員が契約図書との適合を確かめ、受注者に対して認める

ことをいう。 
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⑥把  握･･･････監督職員等が臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料により施工

状況、 使用材料、 提出資料の内容等について、監督職員が契約図書と

の適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるものでは

ない。 

 

⑧立  会････････契約図書に示された項目について、監督職員等が臨場し、内容を確か

めることをいう。 

 
 
（監督の実施） 
第３条   監督職員等は、 以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施

するものとする。 

なお、 関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。 

契・・・・・・契約書 

共仕・・・・・土木工事共通仕様書 

適正化法・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

適正化指針・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 

 

項           目 業      務      内      容 
関連図書及び  

条項 

1.契約の履行の確保 

 
  

(1) 契約図書の内容 

の把握 

契約書、設計書、仕様書、図面、現場説

明書及び現場説明に対する質問回答書等

及びその他契約の履行上必要な事項につ

いて把握する。 

 

契 第１条  

共仕第1編 

1-1-6 

(2) 施工計画書の受

理 

受注者から提出された施工計画書によ

り、施工計画の概要を把握する。 

 

共仕第1編 

1-1-4 

(3) 施工体制の把握 「工事現場における適正な施工体制の確

保等について」(平成13年3月30日付け、国

官地第22号、国官技第６８号、国営計第７

９号)「工事現場等における施工体制の点

検要領の運用について」(平成13年3月30日

付け、国官地第２３号、国官技第６９号、

国営計第８０号)「施工体制台帳に係る書

類の提出について」(平成13年3月30日付

け、国官技第７０号、国営技第３０号) に

より現場における施工体制の把握を行う。 

 

適正化法 

第１６条  

 

 

適正化指針5(5) 
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(4) 契約書及び設計 

図書に基づく指示、 

承諾、協議、受理 

等 

契約書及び設計図書に示された指示、承

諾、協議（詳細図の作成を含む）及び受理

等について、必要により現場状況を把握

し、適切に行う。 

 

契   第９条 

共仕第1編 

1-1-6 

(5) 条件変更に関す 

る確認、調査、検 

討、 通知 

①  契約書第18条第1項の第1号から第5号

までの事実を発見したとき、又は請負者

から事実の確認を請求されたときは、直

ちに調査を行い、その内容を確認し検討

のうえ、必要により工事内容の変更、設

計図面の訂正内容を定める。 

ただし、特に重要な変更等が伴う場合

は、あらかじめ契約担当官等の承認を受

ける。なお必要に応じて、設計担当者等

の立会を求めることができる。 

②  前項の調査結果を受注者に通知（指

示する必要があるときは、当該指示を含

む）する。 

 

契   第１８条 

 

 

 

 

 

 

 

 

契   第１８条 

(6) 変更設計図面及 

び数量等の作成 

一般的な変更設計図面及び数量につい

て、受注者からの確認資料等をもとに作成

する。 

 

契   第１８条 

共仕第1編 

1-1-15 

(7)  関連工事との調 

  整 

関連する2以上の工事が施工上密接に 

関連する場合は、必要に応じて施工につ 

いて調整し、必要事項を受注者に対し指 

示を行う。 

 

契   第２条 

(8) 工程把握及び工 

事促進指示 

受注者からの履行報告又は実施工程表

に基づき工程を把握し、必要に応じて工事

促進の指示を行う。 

 

契   第１１条 

共仕第1編 

1-1-25 

(9) 工期変更の事前 

協議及びその結果 

の通知 

契約書第15条第7項、第17条第1項、第18

条第5項、第19条、第20条第3項、第22条及

び第43条第2項の規定に基づく工期変更に

ついて、事前協議及びその結果の通知を行

う。 

 

共仕第1編 

1-1-16 
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(10) 契約担当官等へ 

の報告 

 

  

1) 工事の中止及び 

工期の延長の検討 

及び報告 

①  工事の全部若しくは一部の施工を一 

時中止する必要があると認められると 

きは、中止期間を検討し、契約担当官 

等へ報告する。 

 

契   第２０条 

共仕第 1 編 

1-1-14 

 

 ②  受注者から工期延長の申し出があっ 

た場合は、その理由を検討し契約担当 

官等へ報告する。 

契第17 ～ 22条 

契   第４４条 

 

2)  一般的な工事目 

的物等の損害の調 

査及び報告 

工事目的物等の損害について、受注者 

から通知を受けた場合は、その原因、損 

害の状況等を調査し、発注者の責に帰す 

る理由及び損害額の請求内容を審査し、 

契約担当官等へ報告する。 

 

契   第２８条 

3)  不可抗力による 

損害の調査及び報 

告   

①   天災等の不可抗力により、工事目的 

物等の損害について、受注者から通知 

を受けた場合は、その原因、損害の状 

況等を調査し確認結果を契約担当官等 

へ報告する。 

 

契   第３０条 

共仕第1編 

1-1-39 

 

 ②  損害額の負担請求内容を審査し、契 

約担当官等へ報告する。 

 

契   第３０条 

 

4)  第三者に及ぼし 

た損害の調査及び 

報告 

 

工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼ 

したときは、その原因、損害の状況等を 

調査し、発注者が損害を賠償しなければ 

ならないと認められる場合は、契約担当 

官等へ報告する。 

 

 

契   第２９条 

5)  部分使用の確認 

及び報告  

 

部分使用を行う場合の品質及び出来形 

の確認を行い、契約担当官等へ報告する。 

 

 

 

契   第３４条 

共仕第1編 

1-1-23 
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6)  中間前金払請求 

時の出来高確認及 

び報告 

中間前金払の請求があった場合は、工 

事出来高報告書に基づき出来高を確認し 

契約担当官等へ報告する。 

 

 

契   第３５条 

7)  部分払請求時の 

出来形の審査及び 

報告 

部分払の請求があった場合は、工事出 

来形内訳書の審査及び既済部分出来高対 

照表の作成を行い、契約担当官等へ報告 

する。 

 

契   第３８条 

8)  工事関係者に関 

する措置請求 

現場代理人がその職務の執行につき著 

しく不適当と認められる場合及び監理技

術者、主任技術者、専門技術者、下請負人

等が工事の施工又は管理につき著しく不

適当と認められる場合は、契約担当官等へ

の措置請求を行う。 

 

契   第１２条 

9)  契約解除に関す 

る必要書類の作成 

及び措置請求又は 

報告 

①  契約書第46条第1項、第47条又は第４

８条に基づき契約を解除する必要があ

ると認められる場合は、契約担当官等に 

対して措置請求を行う。 

 

契   第４６条 

契   第４７条 

契   第４８条 

 ②  受注者から契約の解除の通知をうけ 

たときは、契約解除要件を確認し、契 

約担当官等へ報告する。 

 

契   第５０条 

契   第５１条 

 ③  契約が工事の完成前に解除された場

合は、既済部分出来形の調査及び出来高

対照表の作成を行い、契約担当官等へ報

告する。 

 

契    第５３条 

 

2.施工状況の確認等  

 

 

(1)事前調査等 下記の事前調査業務を必要に応じて行 

う。 

 

 

 ①工事基準点の指示 

 

 

 ②既設構造物の把握 
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 ③支給（貸与）品の確認 

 

④事業損失防止家屋調査の立会い 

 

共仕第1編 
1-1-17 

 ⑤受注者が行う官公庁等への届出の把
握 
 
 

共仕第 1 編 

1-1-36 

 ⑥工事区域用地の把握 
 
 
 
 

契   第１６条 

共仕第1編 

1-1-2 

 ⑦その他必要な事項 
 
 

 

(2) 指定材料の確認 設計図書において、監督職員の試験若 

しくは確認を受けて使用すべきものと

指 

定された工事材料、又は監督職員の立会 

のうえ調合し、又は調合について見本 

の確認を受けるものと指定された材料

の 

品質・規格等の試験、立会、又は確認 

を行う。 

 

 

契 第13～14条 
 

(3) 工事施工の立会 設計図書において、監督職員の立会 

のうえ施工するものと指定された工種

に 

おいて、設計図書の規定に基づき立会 

を行う。 

 
 

契   第１４条 

(4) 工事施工状況の        

確認（段階確認）       

う 
 

設計図書に示された施工段階におい
て 
別表１に基づき、臨場等により確認を 
行う。 

 

共仕第3編 
1-1-6 

(5) 工事施工状況の 
把握 

主要な工種について別表２に基づ 

き、適宜臨場等により把握を行い（別

紙） 

に記録する。 
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(6) 建設副産物の適 

正処理状況等の把 

握 

建設副産物を搬出する工事にあっては、 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）等に 

より、適正に処理されているか把握する。 

 また、建設資材を搬入又は建設副産物 

を搬出する工事にあっては、受注者が作 

成する再生資源利用計画及び再生資源 

利用促進計画書により、リサイクルの実 

施状況を把握する。 

 

 

共仕第1編 

1-1-19 

 

(7) 改造請求及 

び破壊による確認 

①  工事の施工部分が契約図書に適合し 

ない事実を発見した場合で、 必要があ 

ると認められるときは、改善の指示又 

は改造請求を行う。 

 

 

契  第９条 

 

 ②  契約書第13条第2項若しくは第14条 

第1項から第3項までの規定に違反した 

場合、又は工事の施工部分が設計図書 

に適合しないと認められる相当の理由 

がある場合において、必要があると認 

められる場合は、工事の施工部分を破 

壊して確認する。 

 

 

契   第１７条 

(8) 支給材料及び貸 

与品の確認、引渡 

①  設計図書に定められた支給材料及び 

貸与品については、契約担当官等が立 

会う場合を除き、その品名、数量、品 

質、規格又は性能を設計図書に基づき 

確認し、引渡しを行う。 

 

 

 契   第１５条 

 ②  前項の確認の結果、 品質又は規格若 

しくは性能が設計図書の定めと異なる 

場合、又は使用に適当でないと認めら 

れる場合は、これに代わる支給材料若 

しくは貸与品を契約担当官等と打ち合 

わせのうえ引渡し等の措置をとる。 

 

 

契   第１５条 
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3.  円滑な施工の確保 

 

(1) 地元対応 

 

 

 

地元住民等からの工事に関する苦情、要

望等に対し必要な措置を行う。 

 

 

(2) 関係機関との協 

議・調整 

 

工事に関して、関係機関との協議・調整

等における必要な措置を行う。 

 

 

 

4.  その他 

 

  

(1) 現場発生品の処 

   理 

工事現場における発生品について、規 

格、数量等を確認しその処理方法につい 

て指示する。 

 

 

共仕第1編 

1-1-18 

 

(2) 臨機の措置 

 

災害防止、その他工事の施工上特に必 

要があると認めるときは、受注者に対し 

臨機の措置を求める。 

 

 

契第 27 条 

(3) 事故等に対する 

措置 

事故等が発生した時は、速やかに状況 

を調査し、事務所担当課に報告する。 

 

 

共仕第1編 

1-1-30 

 

(5) 工事完成検査等 

の立会 

原則として監督職員は工事の完成、 

既済、完済、中間技術の各段階における工

事検査の立会を行う。 

共仕第1編 

1-1-21 

1-1-22 

 

(6) 検査日の通知 工事検査に先立って、契約担当官等の指

定する検査日を受注者に対して通知する。 

共仕第1編 

1-1-21 

1-1-22 
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＜参       考＞ 

 

− 重点監督− 

主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、 施工条件が厳しい工事、 第三者に 

対する影響のある工事、 低入札工事、 その他上記に類する工事については、 確認の 

頻度を増やすこととし、 工事の重要度に応じた監督とする。   （重点監督という。） 

なお、対象工事は下記のイ∼ニのとおりとし、契約後すみやかに監督職員が適用 

工種を定めるものとする。 

 

 

イ） 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事 
        ・技術活用パイロット工事 

 

ロ） 施工条件が厳しい工事 

・鉄道又は現道上及び、最大支間長１００ｍ以上の橋梁工事 

・掘削深さ ７ｍ以上の土留工及び締切工を有する工事 

・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事 

・砂防堰堤  （堤体高３０ｍ以上） 

・ 軟弱地盤上での構造物 

・場所打ちＰＣ橋 

・共同溝工事 

・ハイピア （躯体高３０ｍ以上） 

 

 

ハ） 第三者に対する影響のある工事 

・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事 

・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事 

・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事 

 

 

ニ） その他 

・低入札価格調査制度調査対象工事 

但し、以下のうち、作業等が軽易なものや主たる工種が規格品、 二次製品等で容易

にその品質が確認できるものは除く。 

・植栽工事                             ・照明灯工事 

・除草作業                             ・遮音壁工事 

・区画線設置工事                       ・防護柵工事 

・伐採作業                             ・標識工事 

・堤防天端補修                         ・その他これに類するもの 

・コンクリート舗装目地補修 

・局長又は事務所長が必要と認めた工事 
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段     階     確     認    一   覧 
一般 ： 一般監督 
重点 ： 重点監督 

１／３ 

 

土木工事監督技術基準（案） 

種     別 細      別 確   認   時  期 確   認   項    目 確認の程度 

指定仮設工   設置完了時              

 

  

使用材料、 高さ、 幅、 

長さ、深さ等 

 

１回／１工事 

河川土工  

（掘削工）  

海岸土工  

（掘削工）  

砂防土工  

（掘削工）  

道路土工  

（掘削工） 

  土（岩）質の変化した

時      

土（岩）質、変化位置 １回／土（岩）質の変化毎 

道路土工  

（路床盛土工）  

舗装工  

（下層路盤） 

 

  ﾌﾟﾙ-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時      ﾌﾟﾙ-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況 １回／１工事 

表層安定処理工 表層混合処理 

路床安定処理 

 

処理完了時                         

 

使用材料、基準高、幅、 

延長、施工厚さ 

一般： １回／１工事 

重点：１回／１００ｍ 

 

置換 掘削完了時                         

 

使用材料、幅、延長、 

置換厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／１００ｍ 

サンドマット 処理完了時                         使用材料、幅、延長、 

施工厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／１００ｍ 

 
バｰﾁｶﾙドﾚｰﾝ工 ｻﾝドドﾚｰﾝ 

袋詰式ｻﾝドドﾚｰﾝ 

ペｰパ-ドﾚｰﾝ 

 

施工時                               使用材料、 打込長さ 一般：１回／２００本 

重点：１回／１００本 

施工完了時                         施工位置、杭径 一般：１回／２００本 

重点：１回／１００本 

締固め改良工 ｻﾝドｺﾝパｸｼｮﾝパｲﾙ 施工時                               使用材料、 打込長さ 一般：１回／２００本 

重点：１回／１００本 

 

施工完了時                         基準高、施工位置、杭径 一般：１回／２００本 

重点：１回／１００本 

固結工 粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ撹拌 

生石灰パｲﾙ 

 

施工時                               使用材料、深度 一般：１回／２００本 

重点：１回／１００本 

     
施工完了時                         基準高、位置・間隔、杭径 一般：１回／２００本 

重点：１回／１００本 

 
薬液注入 施工時                               使用材料、深度、注入量 一般：１回／２０本 

重点：１回／１０本 

矢板工  

（任意仮設を除

く） 

 

鋼矢板 打込時                               使用材料、 長さ、 

溶接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／１５０枚 

重点：１回／１００枚 

 
打込完了時                         基準高、変位 

鋼管矢板 打込時                               

 

使用材料、 長さ、 

溶接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／７５本 

重点：１回／５０本 

 
打込完了時                         基準高、変位 

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

鋼管杭  

Ｈ鋼杭 

打込時                               使用材料、 長さ、 

溶接部の適否、杭の支持力 

 

試験杭＋  

一般：１回／１０本 

重点：１回／ ５本 



２／３ 

11 

 

 

土木工事監督技術基準（案） 

種        別 細        別 確   認   時   期 確   認   項   目 確認の程度 

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭  

鋼管杭  

Ｈ鋼杭 

 

打込完了時（打込杭）        基準高、偏心量 試験杭＋  

一般：１回／１０本  

重点：１回／ ５本 

 

   
掘削完了時 （中堀

杭）         

掘削長さ、 杭の先端土質 

施工完了時（中堀杭）         基準高、偏心量 

杭頭処理完了時              杭頭処理状況 一般：１回／１０本  

重点：１回／  ５本 

 

場所打杭工 ﾘバｰｽ杭  

ｵｰﾙｹｰｼﾝグ杭  

ｱｰｽドﾘﾙ杭  

大口径杭 

 

掘削完了時                         掘削長さ、 支持地盤 試験杭＋  

一般：１回／１０本  

重点：１回／ ５本 

 
鉄筋組立て完了時               

 

使用材料、  

設計図書との対比 

一般:３０％程度/１構造物 

重点:６０％程度/１構造物 

 
施工完了時                         基準高、偏心量、杭径 試験杭＋  

一般：１回／１０本  

重点：１回／ ５本 

 
杭頭処理完了時                  杭頭処理状況 一般：１回／１０本  

重点：１回／   ５本 

 
深礎工   土(岩)質の変化した時         土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎 

掘削完了時                        長さ、 支持地盤 一般：１回／３本  

重点：全数 

鉄筋組立て完了時               

 

使用材料、  

設計図書との対比 

１回／１本 

施工完了時                         基準高、偏心量、径 一般：１回／３本  

重点：全数 

 

グラウト注入時                  使用材料、 使用量 一般： １回／３本  

重点：全数 

ｵｰプﾝｹｰｿﾝ基礎工 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ   

基礎工 

 

  鉄沓据え付け完了時            使用材料、 施工位置 １回／１構造物 

本体設置前(ｵ-ﾌﾟﾝｹ-ｿﾝ) 支持層 

掘削完了時(ニューマチックケー

ソン) 

土(岩)質の変化した時         土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎 

鉄筋組立て完了時               

 

使用材料、  

設計図書との対比 

１回／１ロット 

鋼管矢板基礎工   打込時                               

 

使用材料、 長さ、 

溶接部の適否、支持力 

試験杭＋  

一般：１回／１０本  

重点：１回／ ５本 

 打込完了時                         基準高、偏心量 

杭頭処理完了時                  杭頭処理状況 一般：１回／１０本  

重点：１回／  ５本 

置換工  

（重要構造物） 

 

  掘削完了時                         使用材料、幅、延長、  

置換厚さ、支持地盤 

１回／１構造物 

築堤・護岸工   法線設置完了時                  法線設置状況 １回／１法線 

砂防堰堤   法線設置完了時                  法線設置状況 １回／１法線 



３／３ 
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土木工事監督技術基準（案） 

種        別 細        別 確   認   時   期 確   認   項    目 確認の程度 

護岸工 法覆工（覆土施  

工がある場合） 

 

覆土前                               

 
設計図書との対比  

（不可視部分の出来形） 

１回／１工事 

基礎工、根固工 設置完了時                         

 

設計図書との対比  

（不可視部分の出来形） 

１回／１工事 

重要構造物  

函渠工  

(樋門・樋管を含

む)  

躯体工（橋台）  

ＲＣ躯体工  

（橋

脚）  

橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工  

ＲＣ擁壁  

砂防堰堤 

堰本体工  

排水機場本体工  

水門工  

  土(岩)質の変化した時         土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎 

床堀掘削完了時                  支持地盤 （直接基礎） １回／１構造物 

鉄筋組立て完了時               

 

使用材料、 

設計図書との対比 

一般:３０％程度/１構造物 

重点:６０％程度/１構造物 

埋戻し前                            

 

設計図書との対比  

（不可視部分の出来形） 
１回／１構造物 

躯体工  

ＲＣ躯体工 

 

  沓座の位置決定時               沓座の位置 １回／１構造物 

床版工   鉄筋組立て完了時               

 

使用材料、 

設計図書との対比 

一般:３０％程度/１構造物 

重点:６０％程度/１構造物 

鋼  橋   仮組立て完了時（仮組

立てが省略となる場合

を除く） 

キャンバ−、寸法等 一般： ―  

重点：１回／１構造物 

 

地覆工 

橋梁用高欄工 

 鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

一般：３０％程度/１構造物 

重点：６０％程度/１構造物 

ポｽﾄﾃﾝｼｮﾝT(I)桁 

製作工 

プﾚｷｬｽﾄブﾛｯｸ桁 

     組立工 

プﾚビｰﾑ桁製作工  

PCﾎﾛｰｽﾗブ製作工  

PC版桁製作工  

PC箱桁製作工  

PC片持箱桁製作工 

PC押出し箱桁  

製作工  

床版・横組工 

  プレストレス導入完了時     

横締め作業完了時 

 

設計図書との対比 一般: ５%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数 

重点:１０%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数 

プレストレス導入完了時 

縦締め作業導入完了時 

設計図書との対比  

 

一般:１０%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数 

重点:２０%程度/総ｹ-ﾌﾞﾙ数 

ＰＣ鋼線・鉄筋組立て完

了時（工場製作を除く）           

 

使用材料、 

設計図書との対比 

一般:３０％程度/１構造物 

重点:６０％程度/１構造物 

 

トンネル掘削工   土(岩)質の変化した時         土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎 

トンネル支保工   支保工完了時               

（支保工変更毎）                 

 

吹き付けｺﾝｸﾘｰﾄ厚、 

ﾛｯｸボﾙﾄ打込み本数及び長さ 

１回／支保工変更毎 

トンネル覆工   コンクリート打設前            巻立空間 一般： １回／構造の変化毎 
重点：３打設毎又は１回／ 

構造の変化毎の頻度
の多い方 

※重点監督：地山等級がD,E 
のもの 

一般監督：重点監督以外 

コンクリート打設後            出来形寸法 １ 回／200ｍ以上臨場によ  

り確認 

 
ﾄﾝﾈﾙｲﾝﾊﾞ-ﾄ工   鉄筋組立て完了時               設計図書との対比 １回／構造の変化毎 

ダム工 各工事ごと別途定める。 各工事ごと別途定める。 
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注）・表中の 「確認の程度」 は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況等を勘

案の上設定することとする。 

なお１ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）

毎とする。 

・一般監督：重点監督以外の工事 

・重点監督：下記の工事 

イ   主たる工種に新工法・新材料を採用した工事 

ロ  施工条件が厳しい工事 

ハ  第三者に対する影響のある工事 

ニ  その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事監督技術基準（案） 
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施  工  状  況  把  握  一  覧 
一般 ： 一般監督 
重点 ： 重点監督 

１／１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事監督技術基準（案） 

種      別 細       別 施   工   時   期 把   握   項   目 把 握 の 程 度 

ｵｰプﾝｹｰｿﾝ基礎工 
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ 
基礎工 
深礎工 

 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 
打設順序、天候、気温 

一般：１回／１構造物 
重点：１回／１ロット 

場所打杭工 ﾘﾊﾞ-ｽ杭 
ｵ-ﾙｹ-ｼﾝｸﾞ杭 
ｱ-ｽﾄﾞﾘﾙ杭 
大口径杭 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 
打設順序、天候、気温 

一般：１回／１構造物 
重点：１回／１ロット 

重要構造物函渠工 
(樋門・樋管を含む) 
躯体工 
（橋台） 
ＲＣ躯体工 
（橋脚） 
橋脚ﾌｰﾁﾝグ工 
ＲＣ擁壁 
砂防ダム 
堰本体工 
排水機場本体工 
水門工 
共同溝本体工 

 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 
打設順序、天候、気温 

一般：１回／１構造物 
重点：１回／１ロット 

床版工  ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 品質規格、運搬時間、 
打設順序、天候、気温 

一般：１回／１構造物  
重点：１回／１ロット 

ポｽﾄﾃﾝｼｮﾝT(I)桁 
製作工 
プﾚビｰﾑ桁製作工 
PCﾎﾛｰｽﾗブ製作工 
PC版桁製作工 
PC箱桁製作工 
PC片持箱桁製作工 
PC押出し箱桁 
製作工 

 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設時 
（工場製作を除く） 

品質規格、運搬時間、 
打設順序、天候、気温 

一般： １回／１構造物 
重点：１回／１ロット 

トンネル工  施工時（支保工変更
毎） 

施工状況 一般：１回／支保工変更 
重点：１回／支保工変更毎  
だたし、最低10支保工毎 
※重点監督：地山等級がＤＥ

のもの 
一般監督：重点監督以外 

盛土工 
河  川 
道  路 
海  岸 
砂  防 

 敷均し・転圧時 使用材料、 
敷均し・締固め状況 

一般：１回／１工事 
重点：２∼３回／１工事 

舗装工 路盤、表層、 
基層 

舗設時 使用材料、 
敷均し・締固め状況、 
天候、気温、舗設温度 

一般：１回／１工事 
重点：１回／３０００m2 

塗装工  清掃・錆落とし施工時 清掃・錆落とし状況 １回／１工事 

施工時 使用材料、天候、気温 １回／１工事 

樹木・芝生管理工 
植生工 

施肥、薬剤散布 施工時 使用材料、天候、気温 １回／１工事 

ダム工 各工事ごと別途定める。 各工事ごと別途定める。 
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注） ・表中の「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施にあたっては現場状況等を勘案のうえ、これを最

小限として設定することとする。 

・１ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）毎と

する。 

・一般監督：重点監督以外の工事 

・重点監督：下記の工事 

イ   主たる工種に新工法・新材料を採用した工事 

ロ   施工条件が厳しい工事 

ハ   第三者に対する影響のある工事 

ニ   その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事監督技術基準（案） 


